
　
梅
雨
空
が
続
い
て
い
ま
す
。

今
の
と
こ
ろ
心
配
し
て
い
た
ゲ

リ
ラ
豪
雨
も
な
く
、
６
月
定
例

議
会
も
２２
日
に
無
事
閉
会
し
ま

し
た
。
今
議
会
は
大
き
な
契
約

案
件
を
４
件
上
程
い
た
し
ま
し
た
。

福
崎
駅
周
辺
整
備
に
お
け
る
、

交
流
広
場
、
駅
前
観
光
交
流
セ

ン
タ
ー
、
交
通
広
場
、
道
の
駅

機
能
を
持
つ
　
川
観
光
交
流
セ

ン
タ
ー
で
す
。
福
崎
町
の
雰
囲

気
が
年
末
・
年
度
末
に
向
け
て

大
き
く
様
変
わ
り
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
が
、
住
民
の
み
な
さ

ん
の
望
ま
れ
る
方
向
で
あ
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。 

　
国
に
お
い
て
は
、
骨
太
の
方

針
（
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の

基
本
方
針
２
０
１
８
）
が
閣
議

決
定
さ
れ
ま
し
た
。
地
方
一
般

財
源
は
２
０
２
１
年
度
ま
で
現

在
の
水
準
と
実
質
同
水
準
に
抑

制
す
る
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

地
方
消
費
税
増
税
を
財
源
と
す

る
方
針
が
ど
こ
へ
向
か
う
の
か

心
配
し
て
い
ま
す
。 

第４７９回福崎町議会 

施
設
紹
介
⑥
　
歴
史
民
俗
資
料
館 

　
歴
史
民
俗
資
料
館
は
平
成
２９

年
に
開
館
３５
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

地
域
の
み
な
さ
ん
に
「
れ
き
み 

ん
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
、
福

崎
を
中
心
と
し
た
郷
土
神
崎
郡

に
関
す
る
文
化
資
料
を
収
集
・

保
存
し
て
い
ま
す
。 

　
建
物
は
明
治
１９
年
神
東
・
神

西
郡
役
所
と
し
て
建
設
さ
れ
ま

し
た
。
均
整
の
と
れ
た
堂
々
と

し
た
外
観
の
洋
風
建
築
で
、
玄

関
周
り
を
は
じ
め
内
外
の
意
匠

に
す
ぐ
れ
た
特
徴
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
昭
和
６２
年
に
県
重
要
文

化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。 

　
今
年
度
は
、
明
治
１
５
０
年

を
記
念
し
、
「
福
崎
の
今
に
つ

な
が
る
明
治
の
足
あ
と
」
を
テ

ー
マ
に
、
秋
の
特
別
展
や
、
連

続
講
座
を
開
講
し
ま
す
。
ぜ
ひ

お
こ
し
く
だ
さ
い
。 

食 育 通 信 
八千種小学校の取り組み 

　昨年度にひきつづき、八千種小学校の６年生は、

1学期にちくわ作り体験を計画しています。 

　昨年度、講師の先生が大きな魚をさばかれる

デモンストレーションを見た後、チョッパーを

使って、魚のすり身作

りを体験しました。そ

の後、竹の棒にすり身

をつけて焼き、できた

てのちくわを試食しま

した。はんぺん、かま

ぼこ作りの実演も見せていただきました。 

　「海からの贈りもの」の話も聞き、魚に関する

造詣が深まり

ました。海の

食材、田畑や

山の食材を、

感謝していた

だきたいもの

です。 

福崎町長　橋本省三 

７ 

６
月
４
日
か
ら
８
日
ま
で
「
ト
ラ
イ
や
る
・ 

ウ
ィ
ー
ク
」
で
中
学
生
を
受
け
入
れ
ま
し
た 

今年度は７月５日に予定しています。（写真は平成２９年度分） 

小型家電の 
リサイクル回収を開始します 

小型家電の 
リサイクル回収を開始します 
　平成３０年８月から、小型 

家電のリサイクル回収を実 

施します。 

回収ＢＯＸの設置場所 

　役場庁舎、文化センター、 

　八千種研修センター、 

　図書館、ライフ福崎店 

回収できる品目 

　携帯電話、ノートパソコン、 

　デジカメ、電卓、 

　電子辞書、ゲーム機など 

　蛍光灯・乾電池の収集 

　６月から、粗大ごみの日に、蛍光灯と乾
電池の収集を実施し 
ています。ステーシ 
ョン内に専用のかご 
を設置しています。 
袋や箱に入れたり、 
厚紙で包んだりせず、そのままかごに入れ
てください。 

住民生活課（内線３７２・３７３） 

じ
ん
と
う 

じ
ん 

ざ
い 



生活科学 
センター 
だより 

【
事
例
１
】 

　
ヘ
ア
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
使
用
中
、

電
源
コ
ー
ド
の
付
け
根
か
ら
火
花

が
出
て
や
け
ど
を
し
た
。
コ
ー
ド

は
い
つ
も
ド
ラ
イ
ヤ
ー
本
体
に
巻

き
付
け
て
収
納
し
て
い
た
。 

【
事
例
２
】 

　
延
長
コ
ー
ド
を
束
ね
た
状
態
で

ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
を
使
用
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
コ
ー
ド
を
束
ね
た
部

分
か
ら
出
火
し
た
。 

　
火
災
と
い
え
ば
冬
に
気
を
つ
け

る
こ
と
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

実
際
は
季
節
を
問
わ
ず
発
生
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
ふ
だ
ん
何
気
な

く
使
用
し
て
い
る
電
化
製
品
が
、

重
大
な
火
災
を
引
き
起
こ
す
こ
と

も
あ
り
ま
す
。 

　
今
回
の
事
例
を
調
査
し
た
Ｎ
Ｉ

Ｔ
Ｅ（
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
）

に
よ
る
と
、
【
事
例
１
】
の
火
災

の
原
因
は
、
電
源
コ
ー
ド
の
芯
線

が
断
線
し
て
火
花
が
出
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
電
源
コ
ー
ド
を

本
体
に
巻
き
付
け
て
保
管
す
る
と
、

コ
ー
ド
の
根
元
部
分
が
何
度
も
強

く
引
っ
張
ら
れ
た
り
、
折
れ
曲
が

っ
た
り
し
て
断
線
し
や
す
く
な
り

ま
す
。
ま
た
【
事
例
２
】
の
よ
う

に
、
延
長
コ
ー
ド
を
束
ね
た
ま
ま

使
用
し
た
た
め
、
コ
ー
ド
内
に
熱

が
こ
も
り
発
火
し
た
と
い
う
事
故

も
あ
り
ま
す
。 

    

■
電
源
コ
ー
ド
を
何
度
も
曲
げ
た

り
、
ね
じ
っ
た
り
し
な
い
。
片

づ
け
る
時
に
は
製
品
本
体
に
コ

ー
ド
を
巻
き
つ
け
な
い
。 

■
長
い
コ
ー
ド
を
束
ね
た
ま
ま
使

用
し
な
い
。 

■
電
源
コ
ー
ド
の
上
に
重
い
物
を

の
せ
た
り
、
ド
ア
な
ど
に
挟
み

込
ま
な
い
。 

■
電
源
プ
ラ
グ
を
抜
く
時
は
、
コ

ー
ド
を
引
っ
張
る
の
で
は
な
く

プ
ラ
グ
を
持
っ
て
引
き
抜
く
。 

■
使
用
方
法
が
わ
か
っ
て
い
る
電

化
製
品
で
も
取
扱
い
説
明
書
を

よ
く
読
ん
で
か
ら
使
用
す
る
。 

　
古
い
電
化
製
品
は
電
源
コ
ー
ド

だ
け
で
な
く
、
内
部
部
品
が
劣
化

し
て
出
火
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

製
品
を
長
く
使
う
こ
と
は
大
切
な

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
異
常
な
音

が
す
る
、
焦
げ
臭
い
に
お
い
が
す

る
、
動
作
が
お
か
し
い
な
ど
、
気

に
な
る
場
合
は
直
ち
に
使
用
を
や

め
、
商
品
を
購
入
し
た
販
売
店
ま

た
は
メ
ー
カ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。 

　
ま
た
、
新
た
に
製
品
を
選
ぶ
際

に
、
電
源
コ
ー
ド
の
根
元
が
折
れ

曲
が
り
に
く
い
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
な
ど
、
長
期
間
安
全
に
使
え

る
か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
商
品

を
選
ん
だ
り
、
製
品
の
使
用
期
間

の
目
安
を
尋
ね
て
み
る
の
も
『
賢

い
消
費
者
』
へ
の
第
一
歩
で
す
。 

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
事

故
の
未
然
防
止
や
拡
大
防
止
の
た

め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
情
報
を

お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
、
設
備
に
よ
っ
て
起

き
た
事
故
の
情
報
を
収
集
し
て
い

ま
す
。
あ
ら
た
な
事
故
を
防
ぐ
た

め
に
も
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

       

　
秘
密
厳
守
　
相
談
は
無
料 

　
相
談
日
時
　
火
〜
金
曜
日 

　
　
　
　
　
　
９
時
〜
１６
時 

（
月
曜
日
は
休
館
日
） 

電
源
コ
ー
ド
の
 

取
り
扱
い
に
注
意
 

ハイ！ 
神崎郡消費生活 
　中核センター 
　　相談員です 

８ 

電
化
製
品
を
安
全
に
使
用
す
る

た
め
に
、
次
の
点
に
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う 

コードのショートにより火花が発生する様子（例） 

※写真は国民生活センター発表資料から転載。 
※写真のヘアドライヤーは事例とは関係ありません。 

ヘアドライヤーにコードを巻き付けた状態の屈曲部（例） 

※写真は国民生活センター発表資料から転載。 
※写真のヘアドライヤーは事例とは関係ありません。 

消
費
生
活
の
相
談
や
問
い
合 

わ
せ
、
苦
情
は
、
神
崎
郡
消 

費
生
活
中
核
セ
ン
タ
ー
へ 

（
　
２２
・
４
９
７
７
） 

本体にコードを巻き付けた状態（例） コードの付け根が屈曲している 

不法就労防止に 
ご協力ください 
不法就労防止に 
ご協力ください 
不法就労防止に 
ご協力ください 

　外国人を雇用する事業主のみな 
さま、不法就労は法律で禁止され 
ています。不法就労した外国 
人だけでなく、不法就労させ 
た事業主も処罰の対象となり 
ます。外国人を雇用する際には、 
『在留カード』で働くことがで 
きる在留資格者であるかを確認してください。 
【問い合わせ先】 
　○外国人在留総合インフォメーションセンター 
　　（平日 ８:３０～１７:１５） 
　　　０５７０－０１３９０４ 
　　（IP電話・PHSからは　０３－５７９６－７１１２） 
　○最寄りの地方入国管理局 



９ 

特別指定区域（案）縦覧のお知らせ 特別指定区域（案）縦覧のお知らせ 特別指定区域（案）縦覧のお知らせ 
　兵庫県都市計画法施行条例（平成１４年兵庫県条
例第２５号：以下「条例」）第７条第２号に規定さ
れる市町土地利用計画等による特別指定区域の指
定及び変更案の縦覧を次のとおり行います。 
 
■縦覧案件 
○条例別表第３の３の項に規定する地域活力再生
等区域の変更案 
　西大貫地区　　南大貫地区　　東大貫地区 
　山崎地区　　　西谷地区　　　高橋地区 
○条例別表第３の９の項に規定する複合型（工場等
誘導区域・沿道施設集約誘導等区域）の指定案 
　西谷地区 
■縦覧期間　７月２０日（金）～８月３日（金） 
■縦覧場所　まちづくり課 
■縦覧時間　８：３０～１７：１５（閉庁日を除く） 
 
　なお、この変更案に意見のある住民の方及び土
地所有者等は、縦覧期間中に、福崎町長に意見書
を提出することができます。住所、氏名、年齢及
び案件についての意見をできるだけ具体的に記載
のうえ提出してください。 
 
問い合わせ・意見書提出先 
　まちづくり課（内線３３６） 

　６月１１日、水道週間の取り組みとして、第２体
育館で技術講習会が開催されました。 
　この技術講習会は管工事業協同組合の主催で行
われ、上下水道課職員と水道技術関係者が参加し
ました。講習会では、小口径の水道管で多く採用
されている接合方法の実習の他、断水を伴う工事
において、断水範囲を小さくできる「不断水凍結
工法」の実演を行いました。 
　最新の工法や材料について知識を深め、安心安
全な水を絶やすことなく供給できるよう、技術の
向上に励んでいきます。　　　　　　（上下水道課） 

～安定した給水確保のために～ 
水道技術講習会を実施 

　５月３０日にボンマル
シェ福崎店で、福崎町
防犯指導委員会主催に
よる「春の防犯キャン
ペーン」を、福崎警察
署と福崎防犯協会の協
力を得て実施しました。 
　現在、振り込め詐欺や空き巣などが多発してい
ます。防犯意識を高め、みんなが注意し合い、犯
罪のない明るい福崎町にしましょう。 

（住民生活課） 

（まちづくり課） 

　東部工業団地内にある、イーストパークの広場及
び花壇を整備しました。広場の一部を芝生化するこ
とで、より利用しやすい広場としてリニューアルし
ています。地域のスポーツ・レクリエーション活動
の場として、安らぎの場として、新しくなった広場
をぜひご利用ください。 



　
７
月
下
旬
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入

の
７０
歳
〜
７４
歳
の
方
に
高
齢
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す
。 

　
高
齢
受
給
者
証
を
保
険
証
と
あ
わ
せ

て
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
昭

和
１９
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方
は

一
部
負
担
額
が
１
割
、
昭
和
１９
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
は
２
割
（
現
役

並
み
所
得
の
方
は
３
割
）
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
び
郵
送
す
る
証
は
平
成
２９
年
中

の
所
得
等
に
よ
り
算
出
し
た
一
部
負
担

金
割
合
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
８
月
１

日
か
ら
使
用
で
き
ま
す
の
で
医
療
機
関

に
か
か
る
時
は
窓
口
で
保
険
証
と
あ
わ

せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

　
高
齢
受
給
者
証
は
誕
生
日
の
翌
月
か

ら
の
使
用
と
な
り
ま
す
。（
各
月
１
日
が

誕
生
日
の
方
は
誕
生
月
か
ら
。
）使
用
が

可
能
と
な
る
月
の
前
月
下
旬
に
該
当
の

方
に
送
付
し
ま
す
。 

新
た
に
７０
歳
に
な
ら
れ
た
方
へ 

７０
歳
〜
７４
歳
の
方
に 

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す 

　
８
月
か
ら
新
し
く
平
成
２９
年
中
の
所

得
等
で
算
出
す
る
認
定
証
が
発
行
で
き

ま
す
。
入
院
ま
た
高
額
に
な
る
外
来
診

療
の
際
に
こ
の
証
と
保
険
証
を
同
時
に

医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
ひ
と

つ
の
医
療
機
関
等
に
お
い
て
１
か
月
の

保
険
内
診
療
分
に
か
か
る
自
己
負
担
が

限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。 

 

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証 

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
こ
の

証
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
入
院
時

の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。
証
の
発

効
期
日
（
申
請
月
の
１
日
）
か
ら
食
事

代
が
減
額
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
は

お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。 

■
限
度
額
適
用
認
定
証 

交
付
対
象
者 

・
７０
歳
未
満
の
住
民
税
課
税
世
帯
の
方 

・
７０
歳
以
上
の
現
役
並
み
Ⅰ
・
Ⅱ
の
所

得
区
分
の
方
（
上
表
参
照
） 

※
今
回
か
ら
現
役
並
み
所
得
者
の
一
部

の
方
も
認
定
証
の
交
付
対
象
と
な
り

ま
す
。 

※
申
請
は
８
月
１
日
以
降
に
お
願
い
し

ま
す
。 

◎
申
請
に
必
要
な
も
の 

・
認
定
証
を
必
要
と
さ
れ
る
方
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証 

・
印
鑑 

 

問
い
合
わ
せ
先 

健
康
福
祉
課
　
国
保
医
療
係（
内
線
３
５
５
） 

限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証 

必
要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
　
　
　
　
　
　 

１０ 

７０歳以上のみなさんへ 
８月から高額療養費の上限額が変わります 

問い合わせ先 
健康福祉課　国保医療係 
　　　　　　（内線３５５） 

　高額療養費とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に上限額を超
えて支払った分を払い戻す制度です。上限額は個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。 

○「現役並み」区分が課税所得に応じてⅠ～Ⅲに分かれます。 
（区分Ⅰ・Ⅱの方は、申請により限度額適用認定証が交付されますので、医療機関での支払いが高
額になる可能性がある場合は、申請手続きをしてください。） 

○「一般」区分の外来（個人ごと）の上限額が変わります。 

※１　世帯収入の合計額が５２０万円未満（１人世帯の場合は３８３万円未満）の場合を含みます。 
※２　過去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。 

平成３０年７月まで 

区　分 

現
役
並
み
所
得 

一
般 

低
所
得 

課税所得 
１４５万円以上 ５７,６００円 

８０,１００円 
＋（医療費－ 

２６７,０００円）×1% 
〈多数回４４,４００円 

※２〉 

１４,０００円 
（年間上限１４４,０００円） 

５７,６００円 
〈多数回４４,４００円 

※２〉 

１４,０００円 
２４,６００円 

１５,０００円 

課税所得 
１４５万円未満（※１） 

外来 
（個人ごと） 

外来+入院 
（世帯ごと） 

Ⅰ住民税非課税世帯 
（年金収入８０万円以下など） 

Ⅱ住民税非課税世帯 

平成３０年８月から 

区　分 

現
役
並
み
所
得 

一
般 

低
所
得 

２５２,６００円 
＋（医療費－８４２,０００円）×1% 
〈多数回１４０,１００円※２〉 

１６７,４００円 
＋（医療費－５８８,０００円）×1% 
〈多数回９３,０００円※２〉 

８０,１００円 
＋（医療費－２６７,０００円）×1% 
〈多数回４４,４００円※２〉 

５７,６００円 
〈多数回４４,４００円 

※２〉 

外来 
（個人ごと） 

外来+入院 
（世帯ごと） 

課税所得 
３８０万円以上 

課税所得 
６９０万円以上 

課税所得 
１４５万円以上 

１８,０００円 
（年間上限１４４,０００円） 

８,０００円 
２４,６００円 

１５,０００円 

課税所得 
１４５万円未満（※１） 

Ⅰ住民税非課税世帯 
（年金収入８０万円以下など） 

Ⅱ住民税非課税世帯 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

７０歳以上の方の上限額（月ごと） 

国
民
健
康
保
健
の
お
知
ら
せ 



後期高齢者医療制度のお知らせ 後期高齢者医療制度のお知らせ 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
を
決
め
る
基
準
で
あ
る
保

険
料
率
は
２
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
ま
す
。
７
月
中
旬
に
「
平
成

３０
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

保
険
料
の
支
払
方
法 

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い 

　
【
特
別
徴
収
】 

　
特
に
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

　
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
に

よ
る
支
払
い
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の 

　
お
支
払
い
【
普
通
徴
収
】 

　
年
金
の
受
給
額
が
年
額
１８
万

円
未
満
の
方
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の
合

計
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の

１
を
超
え
る
方
が
対
象
で
す
。

原
則
、
７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
、
毎
月
月
末
を
納
期
限
と
し

て
、
９
期
に
分
け
て
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。 

    

保
険
料
の
計
算
方
法 

　
年
間
の
保
険
料
は
一
人
ひ
と

り
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等

割
額
」
と
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の

合
計
と
な
り
ま
す
。 

　
被
保
険
者
証
の
更
新
時
期
は

毎
年
８
月
１
日
で
す
。
７
月
下

旬
に
簡
易
書
留
で
新
し
い
被
保

険
者
証
を
送
付
し
ま
す
。
８
月

１
日
か
ら
新
し
い
被
保
険
者
証

を
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
料
の
納

付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
有
効
期

限
が
短
い
被
保
険
者
証
（
短
期

被
保
険
者
証
）
を
送
付
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
納
付
が

困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
早

め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
同

一
世
帯
内
の
被
保
険
者
の
平
成

２９
年
中
の
所
得
に
よ
り
算
出
さ

れ
た
平
成
３０
年
度
の
住
民
税
課

税
所
得
と
平
成
２９
年
中
の
収
入

額
を
も
と
に
計
算
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
世
帯
状
況
の
異
動

や
所
得
の
更
正
に
よ
り
、
随
時

変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

   

●
現
役
並
み
所
得
者 

　
（
所
得
が
高
い
方
） 

　
８
月
か
ら
現
役
並
み
所
得
者

の
区
分
が
変
わ
り
、「
現
役
並
み

Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
該
当
す
る
方
は
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
医
療
機
関
ご
と
に

１
か
月
間
に
支
払
う
自
己
負
担

額
が
、
外
来
・
入
院
と
も
区
分

に
応
じ
た
限
度
額
と
な
り
ま
す
。 

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方 

　
「
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
該
当
す

る
方
は
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
自
己
負
担
額
が
限
度
額

と
な
り
、
入
院
時
の
食
事
代
に
つ

い
て
は
減
額
さ
れ
ま
す
。
（
柔
道

整
復
、
鍼
灸
、
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー

ジ
の
施
術
な
ど
は
除
く
。
） 

　
認
定
証
の
更
新
時
期
は
毎
年
８

月
１
日
で
す
。
現
在
、
認
定
証
を

お
持
ち
で
８
月
以
降
も
引
き
続
き

対
象
と
な
る
方
に
は
、
新
し
い
証

を
被
保
険
者
証
と
い
っ
し
ょ
に
送

付
し
ま
す
。 

　
「
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
」
あ
る
い
は 

「
現
役
並
み
Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
該
当
す

る
方
で
認
定
証
の
申
請
を
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
健
康
福
祉
課
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

申
請
に
必
要
な
も
の 

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証 

・
被
保
険
者
の
印
鑑 

・
来
ら
れ
る
方
の
身
分
証 

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す 

新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す 

※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。（ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、
給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）は含みません） 

（平成２９年中（１～１２月）の 
総所得金額等（※） 
　－　３３万円）×　１０.１７％ 

平成３０年度保険料額 
（最高限度額６２万円） 

②所得割額 

４８,８５５円 

①均等割額 ①＋② 

＋ ＝ 

し
ん
き
ゅ
う 

限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準 

負
担
額
減
額
認
定
証
　
　
　 

問
い
合
わ
せ
先 

・
資
格
に
関
す
る
こ
と 

　
健
康
福
祉
課（
内
線
３
５
５
・ 

　
３
５
６
・
３
７
９
） 

・
保
険
料
に
関
す
る
こ
と 

　
税
務
課
（
内
線
３
４
２
） 

・
兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

　
域
連
合
事
務
局
（
コ
ー
ル
セ

　
ン
タ
ー
代
表
） 

　
　
０
７
８
・
３
２
６
・
２
６
１
２ 

１１ 

　サマージャンボ宝くじの収益金は、県内市町のより良いまちづくりに

活用されています。収益金は各都道府県の販売実績などに応じて交付さ

れますので、ぜひ兵庫県内の宝くじ売り場でお買い求めください。 

発売期間　７月９日（月）～８月３日（金） 
抽せん日　８月１４日（火） 
 

福崎町では給食配送車を 
更新しました 



　
現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担

割
合
証
（
白
色
）
の
有
効
期
限
は

７
月
３１
日
で
す
。
平
成
３０
年
度
の

所
得
判
定
後
、
８
月
１
日
か
ら
翌

年
の
７
月
３１
日
ま
で
有
効
の
負
担

割
合
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
際
に
、
事
業
所
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。 

　
旧
負
担
割
合
証
は
有
効
期
限
終

了
後
に
健
康
福
祉
課
へ
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
平
成
３０
年
８
月
か
ら
、
２

割
負
担
者
の
う
ち
特
に
所
得
の
高

い
人
の
負
担
割
合
が
３
割
と
な
り

ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
先 

健
康
福
祉
課
　
介
護
保
険
係 

（
内
線
３
５
２
・
３
６
４
） 

新
し
い
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付
し
ま
す 

１２ 

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ 

＜利用者負担の判定の流れ＞ 

第１号 
被保険者 

本人の 
合計所得金額が 
２２０万円以上　 

本人の 
合計所得金額が 
１６０万円未満　 

本人の 
合計所得金額が 
１６０万円以上 
２２０万円未満 

同一世帯の第１号被保険者の 
年金収入＋その他の合計所得金額 
単身世帯：３４０万円未満 
２人以上世帯：４６３万円未満 

２割負担 
＊２割負担の 
判定フローへ 
（１割負担） 

同一世帯の第１号被保険者の 
年金収入＋その他の合計所得金額 
単身世帯：２８０万円未満 
２人以上世帯：３４６万円未満 

下記以外の場合 ３割負担 

２割負担 

１割負担 

１割負担 

下記以外の場合 

※利用者の負担額には、１か月の上限額（高額介護サービス費）があるため、 
　３割負担となる人の負担額がすべて１.５倍になるわけではありません。 

平成３０年度「小児慢性特定疾病医療受給者証」更新手続きのお知らせ 
◎小児慢性特定疾病医療受給者証の更新交付を希望される方は申請手続きが必要です。 

 
　平成３０年９月３０日まで有効の特定医療費（指
定難病）受給者証をお持ちの方で、引き続き受
給者証の交付を希望される、平成３０年１０月１日
時点で満２０歳未満の方。 

 
　兵庫県では、平成３０年度から、マイナンバー
の情報連携が始まります。申請時に、必要な方
全員のマイナンバー等をご提出いただくことで、
申請に必要な添付書類の一部を省略することが
できます。 
※書類を省略できない場合もありますので詳し
くはお問い合わせください。 

国民年金保険料の納め忘れがある方へ『後納制度』をご利用ください 
　国民年金保険料は、納付期限から２年を過ぎると時
効により納付することができません。 
　過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付す
ることで、将来の年金額を増やすことができる『後納
制度』が、平成２７年１０月から平成３０年９月までの３年
間に限り実施されています。 
　後納制度を利用することにより、年金額の増額や受
給資格期間を確保することができる場合があります。 
（※老齢基礎年金を受給中の方などは対象外です。） 

１．対象者  
　７月２日（月）～８月１０日（金） 
※住民票等、必要書類の一部を省略せず提出す
る場合（マイナンバーの情報連携を必要とし
ない場合）は８月２４日（金）まで。 
※９月２８日まで受付は可能ですが、新しい受給
者証の発送は１０月１日以降となります。 

※更新手続きの案内は、更新受付開始日までに
各受給者宛にお送りします。案内が更新受付
開始日までに届かない場合はご連絡ください。 

■申請受付及び問い合わせ先 
　中播磨健康福祉事務所（福崎保健所）地域保健課 
　　２２－１２３４ 

３．更新申請受付期間 

２．マイナンバーの情報連携について 

◆後納制度のポイント◆ 
１．後納制度を利用される場合は、後納が可能な
期間のうち古い分から納めていただきます。 

２．過去３年度以前の後納保険料には、当時の保
険料額に加算額がつきます。 

３．一部免除された期間のうち、未納となってい
る期間も対象となります。この場合の後納保
険料は、一般の未納期間と同じ１ヶ月分の保
険料が必要となります。 

【問い合わせ先】ねんきん加入者ダイヤル　　０５７０－００３－００４ ／ 姫路年金事務所　　０７９－２２４－６３８２ 


